
 

会 議 録 

 

名  称 令和３年度第６回 世田谷区公文書管理委員会 

日  時 令和３年１２月８日(水)  午前１０時００分～午前１１時８分 

場  所 オンラインによる開催 

出席委員 野村武司 森本祥子 小川まゆみ 下重直樹 寺田麻佑 

事務局 区政情報課長 末竹秀隆 区政情報課管理係長 河野敏弘  

区政情報課管理係 井上翔 荻原尚己 

 

会議次第 

１ 議事 

（１）諮問第８号 

令和４年３月31日に保存期間満了を迎える公文書の廃棄に関する意見聴取について 

２ 報告事項、意見交換等 

（１）世田谷区公文書管理条例の一部を改正する条例の区議会への提案について 

（２）一部改正条例施行までの準備手続きについて 

３ 閉会 
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開  会 

○会長 それでは、定刻になりましたので、令和３年度第６回公文書管理委員会を開催したい

と思います。 

―令和３年度第５回世田谷区公文書管理委員会会議録確認― 

○会長 本日の会議の傍聴についてはいかがでしょうか。 

○区政情報課長 本日は傍聴の希望はございません。 

 以上でございます。 

○会長 では、内容に入っていきますが、その前に配付資料の確認をお願いできればと思いま

す。 

○区政情報課長 それでは、事務局から資料の確認をさせていただきます。 

 事前に郵送とメールの両方でお送りしております。メールでは資料一覧をお送りしてお

りますので、それに従いまして確認させていただきます。 

 先頭番号01が資料送付のかがみ文でございますので、資料としては先頭番号02の本日の

次第からとなります。先頭番号03、右上に参考資料１と書かれました前回公文書管理委員

会の振り返りの資料、先頭番号04、右上に参考資料２と書かれました資料一式、先頭番号

05、右上に参考資料３と書かれました公文書管理委員会における公文書管理条例の一部改

正に伴う手続について、先頭番号06、こちらはデータのみとなりますが、諮問第８号に関

する廃棄予定フォルダ等の目録、最後に先頭番号07としまして、前回会議録をお送りして

おります。 

 資料の確認は以上でございます。 

○会長 ありがとうございました。 

 それではまず、随分時間がたちましたので、前回の振り返りというところから始めたい

と思います。こちらも事務局でお願いいたします。 

○区政情報課長 それでは、第５回公文書管理委員会の振り返りということで、前回の内容

等につきましておさらいをさせていただきます。 

 参考資料１と右上に書かれました資料を御覧ください。 

 前回は、諮問第７号の審議のみを行うために追加の日程として開催させていただきまし

た。御協力ありがとうございます。 

 重要公文書の評価選別に関する基準のたたき台に対する修正案をさらに確認し、御意見

を頂戴するとともに、答申文案を御確認いただき、意見等を基にした修正について、各委
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員に持ち回り確定することとなりました。前回から今回までの間に、メールでもお送りし

ておりますが、各委員の確認の後に答申文案は確定しております。 

 また、重要公文書の評価選別に関する基準につきましては、区内部における意思決定を

経まして、11月10日の区議会企画総務常任委員会に報告をしております。 

 また、あわせまして現在開催中の区議会定例会に公文書管理条例の一部を改正する条例

といたしまして、条例改正案を御提案しているところです。 

 前回の御報告につきましては以上でございます。 

○会長 ありがとうございます。持ち回りで確定したものも一応資料として今後お送りいただ

けるといいかなと思ったりもしました。 

 何か御質問はありますでしょうか。大丈夫ですか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

１．議  事 

（1）諮問第８号 

○会長 そうしましたら、次に議事を進めていきたいと思いますが、本日の議事につきまして

は、諮問第８号ということで、エクセルでＣＤ－Ｒでお送りいただいたものということに

なりますが、これについて事務局より御説明いただければと思います。 

○区政情報課長 諮問第８号につきましては、令和４年３月31日に保存期間満了を迎える公文

書の廃棄に関する意見聴取についてということでございます。先頭番号06の資料№８－２

のファイルを御覧ください。こちら側が今回以降御確認いただきます今年度末に保存期間

満了を迎える公文書のフォルダ目録でございます。 

 諮問の前の整理といたしまして、空のフォルダと保存期間を延長するフォルダについて

は区分けをして、残ったものを所属の部ごとのシートとしております。また、各所属に作

成させたものですが、フォルダの内容の簡単な説明書きを一番右の例に加えているところ

です。 

 今回の目録につきましても、確認対象としては全部で10万件弱ということで、かなり大

量のものとなっております。今後の進め方などにつきまして御相談させていただきたいと

思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○会長 ありがとうございました。お手元に届いているエクセルの資料、よく整理していただ

いて、分かりやすくはなっていると思いますけれども、文書にしてみれば10万件というこ
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とのようです。 

 ここに記載されているものは10年以下のものということで、長期保存のものについては

後で御報告の中であるかと思いますけれども、10年以下のものということになります。保

存期限が来ることから、全て廃棄という表記になっているんですけれども、この中で特定

重要公文書に当たるものが含まれていると御理解いただいておいたほうがよろしいかと思

います。なので、差し当たり保存期限が来ることから全部廃棄ということになっています

が、この中から選別をしていかなければいけないのが次の作業ということのようです。 

 なので、今、生の廃棄予定のものということを見て、今日、これを廃棄すべき、廃棄す

べきでないというのを議論するのはちょっと難しいようにも思います。気がついたことが

あれば御指摘いただければと思いますが、今後、これをどういうふうに進めていったらよ

いのかということについて、御意見をお伺いできればと思っています。 

 その上で、私が差し当たり持っている感想としては、１つは、選別基準の御議論をいた

だきましたので、このエクセルの表の中には、選別基準のどれに当たるのかという項目が

差し当たりないので、その項目をつくっていただいて、廃棄するものは選別基準に当たら

ないということですけれども、選別基準に当たって廃棄しないものについて、移管するも

のについては、どの選別基準に当たるのかということを表記していくことが重要であるよ

うに感じています。 

 そして、その上で選別基準に当たるので、廃棄をしない。逆に言えば、廃棄をするもの

を案として提示するという意味でもありますけれども、それを見ていただいた上で、これ

は本当に廃棄してもよいのだろうかという議論をしていくのが、差し当たりいいかなとは

思っています。 

 その判断に当たって、手がかりとして見れば、保存期間のものであるとか、あるいは大

分類、中分類、フォルダ名というのもありますけれども、フォルダ内文書の概要も大変重

要なものになるので、そういうことも含めて、この表の在り方、あるいは今後の作業の在

り方について少し御意見をお伺いできればと思います。あるいは、今の段階で、これはど

うなのかということの、とても10万件見切れるものではないと思いますけれども、ぱっと

見たもので、気がついたものがあれば、御指摘をいただければなと思いますが、いかがで

しょうか。 

○副会長 よろしいでしょうか。ちょっと口火を切る意味で。このお送りいただいたエクセル

の見方ですけれども、一番おしりに常用のファイルが含まれていると思うんです。33枚目



 4

のシートを見ていて、保存期間が常用で、保存期間満了後の措置が延長となっているもの

が結構あると思うんです。いい悪いとかじゃなくて、これをどう考えればいいのかをちょ

っと教えていただきたいということで、つまり、常用ということは、当面必要な期間中ず

っと保存しているということだと思うので、それと延長という概念がセットになってくる

のがちょっと分からなかったので、ここがどういう仕分けでこういう表記になっているの

かを教えていただけますでしょうか。 

○管理係副係長 では、事務局より説明をさせていただきます。 

 こちらの常用となっているものについては、大きく分けて２つの性格があります。ま

ず、区の中の話で大変恐縮ですけれども、Ｆの列ですが、作成年度が平成26年度までのも

のにつきましては、区の使っている文書管理のためのシステムが旧世代のものになってい

まして、27年度以降のものが現在も使っているものになります。 

 26年度まで使っていたものにつきましては、常用のものであっても、一定の保存期間を

つけないといけないというシステムになっていた関係から、期間的には、常用のものにつ

いては10年という保存期間を設定していました。目録の中に平成23年度の作成のものとか

もあるんですけれども、こういったものが当初常用としてつくられてから10年目を迎え

て、システムの情報上は廃棄を迎えている、保存期間満了を迎えているものになります。

それから、平成27年度以降のものにつきましては、今使っているシステムですけれども、

常用のものについては保存期間の定めなく、無期限といいますか、常に使っているものと

いうことで運用をしています。 

 平成27年度以降使っているシステムでは、常用のものについては、各所管課においてこ

のフォルダの常用の取扱いを終了しますという処理をしない限りは、保存期間の設定がさ

れないシステムとなります。平成27年度以降が作成年度であるものについては、どこかの

タイミングで、各課において常用の終了を処理したんだけれども、今回、保存期間満了に

当たって確認をした結果、まだ必要でしたということで、延長しますという回答をいただ

いたものが平成27度以降のものになります。所属のほうで１回は判断をしたんだけれど

も、やはり違いましたというものになります。 

 平成23年度ですとか平成26年度以前のものにつきましては、旧世代のシステムで統一的

に10年ということで設定されてしまっていたものがあったんだけれども、その中で10年

後、今の時点で見直しをした結果、まだ必要であったということで残していきたいと回答

があったものが、常用の中で延長という回答をいただいているものになります。ですの
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で、延長ということではありますけれども、常用扱い継続ということで御認識いただくの

が正確なのかなと思います。 

○副会長 ありがとうございました。表にシンプルにまとめるために、今のお話を伺うと、延

長という言葉で統一されているけれども、最後におっしゃったように、継続と理解すると

実態としてはいいということですね。 

○管理係副係長 さようでございます。 

○副会長 どうもありがとうございました。 

○会長 常用はそういうことなんだろうと思うんですけれども、１年とか５年とか10年のもの

の延長は、その意味はどういうことになりますか。例えば、10年のものを30年の保存期限

にするのもある話ですけれども、１年間だけちょっと延長しておくのも、いろいろな意味

があると思うんですが、常用の場合には常用継続ということで、廃棄をしないという取扱

いで、常用を終了するという時点で、これは１年未満になるんですか。ただし、保存期限

が明確に定められているものの延長の意味はどういうことになりますか。 

○管理係副係長 １年ですとか５年ですとか、こういったものについては、具体的に各部署で

何年間延長しますというところまでは、確認を今取っていないところですけれども、実際

には、１年保存は１年間で基本的には捨てていくんだけれども、昨年度特徴的なものがあ

ったので、これについてはもうちょっと残しておきたいという判断をしたりといった事情

があるのかなと思います。それから、当初５年とかで設定をしておいたけれども、今ちょ

っと事業が長引いてきている。まだ終わっていないので、もう少し残しておきたい。そう

いった事情もあったりするのかなと、この調査をやっていく中では見ています。 

○会長 厳密に言うと、保存期間の変更と延長という２つがあると思うんですけれども、それ

はどう理解したらいいですか。 

○管理係副係長 保存期間の変更につきましては、これも区のシステムの話で恐縮ですけれど

も、保存期間の変更をする際には、同じ作成年度、Ｆ列を同じ年度にして、新しく正しい

保存期間を設定したフォルダとしてつくり直してくださいということで運用していますの

で、そういったものについては、保存期間のＧ列の表示が全く変わることになります。 

 延長という運用につきましては、１年なら１年、５年なら５年というもののままで、原

則としては１年ずつ延長してくださいということの運用にしています。ただ、明らかにあ

と何年間必要なんだということが所属の中で決まっているものについては、決まった年を

定めて、何年延長しますという形で処理していただくことを運用としてはやっておりま
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す。 

○会長 そうすると、延長したものについては、翌年度にもう一度廃棄をするかどうかを検討

するという意味ですね。 

○管理係副係長 延長後の保存期間満了が到達した時点で、また新しい判断をすることになり

ます。 

○会長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○委員 先ほどの件ですが、リストの33番、ですから、ファイルデータの３番目のファイルに

なると思うんですが、これは保存期間を変更している場合は、そもそもここに載らないん

じゃないんですか。変更の結果、満了日が令和４年３月31日にならないはずなので、そも

そもこのリストに載ってくるのがおかしいですね。33って、理解としては、本当は令和４

年３月31日に満了になるところなんだけれども、延長したものなので、そもそも保存期間

の幅が変わった時点でおしりが変わるはずですから、延長という概念にならないので、そ

もそも33に載らないという理解だったんですか、そうではないんですか。 

○管理係副係長 昨年度に、昨年度末で保存期間が満了する文書の廃棄確認の手続をお願いし

ましたけれども、その中で、空のものであるとか、あとは今回廃棄に当たっての確認の中

で延長となったものについても、情報としては挙げておいたほうがいいだろうということ

で、この委員会の中でも御議論があった関係で、今リストとしては載せてはいるんです

が、諮問第８号の審査の中では、廃棄確認の必要がないものということで、参考として挙

げているということで御理解いただければと思います。 

○委員 分かりました。保存期間の変更は恐らく委員会の審議と関係なくアドホックに行われ

るものなので、たまたま今回、このタイミングに乗ったから出てきたものが載っていると

本来おかしいですから、委員会で議論したとおりで、確認したら空だったとか、仕掛かり

フォルダは定性的に廃棄しなくちゃいけないものとか、あるいは延長しますというのを申

告するもので出していただくという整理でやっていただくのがいいので、もし万が一、同

じ数の変更が分かっているとしたら、本来はそこに混ぜて確認するものではないものだと

思いますので、改めて運用について確認をこの場でさせていただければと思い、質問させ

ていただきました。どうもありがとうございました。 

○会長 ありがとうございました。 

○区政情報課長 １点補足させてください。先生が今おっしゃった件ですけれども、まさに
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我々もそういう運用をすべきと認識します。こちらのエクセル表の目次のシートのところ

を御覧いただきますと、32番、33番が確認不要ということで、あくまでも参考という表記

をすればよかったんですけれども、確認不要で、空のフォルダで、保存期間延長というこ

とで、昨年度の経過で、どういうものを延長したりしましたかとか、どういう確認行為を

してきましたかという経過が分かるという意味で記載しておりました。そういう意味で御

指摘のとおりだと思いますので、そのような運用をさせていただきます。ありがとうござ

います。 

○会長 33のシートは一応挙げてあるけれども、審査をする必要のないものということで、参

考資料ということで取りあえずいいですかね。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○委員 では引き続き、今度は確認をしなくちゃいけないほうの本体部分といいますか、10万

件以上あるというところですけれども、これをこれから確認するに当たって幾つかツール

を頂けないかなと思いまして、これまでの議論の中でも確認をしたとは思うのですが、大

分前のことで既に忘れてしまったのです。フォルダ名の前に、例えば010とか040とか、そ

ういうナンバリングがついていますが、これは何の数字だったんでしょうか、ちょっと記

憶が、大分前になりまして申し訳ないのですが、御教授いただけますと幸いです。 

○管理係副係長 では、事務局から説明させていただきます。 

 先頭についている数字ですけれども、区の実務上の便宜のためにつけている数字でござ

いまして、実際に区の文書としましてキャビネットとかにフォルダという形でしまってい

くんですが、その際に順番を管理することもありますので、並び順が崩れないように、こ

ういった番号を振っています。区の文書管理システム上も、こういった番号を振っておか

ないと、フォルダ管理票という帳票上も整列しないという仕様になってしまっていますの

で、こういった数字をつけさせていただいて整列させているということですので、実際に

それ以外に何らか意味があるものは、基本的にはありません。 

 ただ、中には予算の関係で、予算の事業科目というのがあるんですけれども、事業科目

のコードをつけていたりとかいう所属もあったりしますので、そういったところでは、４

桁の番号がついているものとかが中にはありますが、それもそういった意味合いですの

で、特段何らかフォルダの中身を表す意味がある数字ではありませんので、そういうこと

で御理解いただいて御覧いただければと思います。 

○委員 フォルダの順序をつくるようなものだというお話なのですが、業務フローが順番が数
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字に反映されていたりという場合も含まれていたりする。それぞれのセクションによって

ちょっと使い方がばらばらなんだろうとは思うのですが、場合によっては、何か事務の処

理の順番に従って、何らかの意味合いを込めてナンバリングをつけているセクションもあ

り得るということなんでしょうか。 

○管理係副係長 並べ方としては、そういった時系列ですとか処理の順番、また、一般的なも

のから個別的なものへということで、考え方を庁内に提示をしているところですので、そ

ういった形で順番がつけられているものも存在します。 

○委員 それと、重要公文書で選別をして保存していくと決めたものと、実は業務の流れとし

ては同一の事務に属するようなものがあって、そこと本当はセットにしたほうがいいよう

なものが混雑している可能性も、全く排除できないことかなと思いますので、フォルダの

基準表とか、あるいはセクションごとの所掌事務一覧みたいなのは、自治体で大体おつく

りになっていると思うので、もしかしたらもう既に頂いたかもしれないんですが、事務も

結構頻繁に変わったり、組み替えなんかも行われていたりしますので、その辺の手引を眺

めながら、恐らくこれから10万件を見るのかなと思うのですけれども、少しそういった事

務の流れとかフォルダのつくり、基準表はみたいなもの、そういったツールがもしあれば

頂けますと、効率的にチェックができるかなと思いますので、それをちょっとお願いでき

ればと思います。 

 あと、重要公文書として選別をして保存することを決めたもののリストも参考で頂ける

と、こういうものを移管して、こっちのほうは捨てるというので、チェックする対象が増

えて、自分たちの首を絞めているんですけれども、そのほうがきちっと判断ができると思

いますので、それももしありましたら頂戴できると幸いです。 

○会長 このリストは全てだそうです。 

○委員 全部、では、この中で……。 

○会長 はい。 

○委員 なるほど。 

○会長 なので、この中から残るもののリストもでき上がっていく形になっていくということ

なので、これが全てということのようです。なので、そういう意味では生の状態で見てい

ただいていることになります。 

○委員 分かりました。 

○委員 よろしいでしょうか。今少しそれで思ったんですけれども、例えば、10万件の中で、



 9

事務局の方々もしくは原課の方々の中で、迷ったものとか、判断がいろいろ気になると

か、そういった気になる文書みたいなメルクマールがあれば、よりよいかなと思ったんで

すけれども、そういったものはないのでしょうか。もしあれば、全部共有いただきたいな

と思います。その中でも、これについては特に気になっているとか、ここについては注意

して見てほしいとか、そういったことを教えていただけると大変助かると思います。 

○会長 いずれにせよ、それもこれからの作業で、これから廃棄するものを、逆に言えば、残

すものをこの中から選んでいくので、その際に多分迷いが生じると思うので、先生が今御

指摘いただいたことを判断したというだけじゃなく、迷ったというのも入れていただく

と、ひょっとしたら有意義な議論ができるかもしれないなと思います。 

○委員 ありがとうございました。 

○会長 ありがとうございます。あわせて、どの選別基準に該当するのかということも、残す

ものについては記載する欄を設けていただけるといいかなと思います。なので、全てここ

から作業ということなので、事務局も結構大変だと思うんですけれども、でき上がってき

たものを有意義な議論をしていただく、確かに迷ったということは結構重要な要素なの

で、その辺も、迷いも合わせて入れていただけるといいかなと思います。事務局も大丈夫

ですよね。 

○区政情報課長 事務局でございます。先生の今の御提案も含めて、会長が整理していただき

ましたように、事務局として次回までにはそういう整理を進めてまいります。ありがとう

ございます。 

○会長 廃棄するか残すのか、残すのかは選別基準に該当するかどうかということですけれど

も、第一義的には所管課に投げますか、それとも事務局でやりますか。 

○区政情報課長 一義的には、こちらで仕分けしつつ、まさに先ほど先生じゃないですけれど

も、疑義があるようなものについては、所管課に投げて確認するとか、具体的なもの、ど

ういった内容ですかという照会をかけながら、ある程度整理をしていきたいと考えており

ます。 

○会長 ありがとうございます。それでいいかなと思いました。事務局でやっていただいて、

これはどうですかというその迷いも備考のような形で入れていただいて、どこまでかける

かですけれども、所管課から返ってきたものも簡単にメモでもしておいていただけるとい

いかなと。なので、完璧な廃棄、重要公文書という完璧にしようとせずに、迷ったものは

迷ったまま入れておいていただけるといいかなと思います。 
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 ほかにいかがでしょうか。これは例えば１番のシートで内容を見ていて、委員会資料と

いうのが結構あるんです。委員会資料は捨てていいのかなと単純に思っちゃったりもする

んですが、委員会資料の中でももう少し長いものもあったり、委員会資料で１年物という

のが結構多いんです。先ほど委員が言われたように、もう少し長いものでひもづいている

ものもあったりするのかなとか思いながら、これだけだと、何か判断しにくいなと思った

んですが、これは何か工夫できますか。委員会資料と見ただけで、委員会資料、重要だろ

うと単純に思っちゃったりもするんですけれども、逆に言えば、どうでもいい、廃棄した

ほうがいい資料を多分指し示していると思うんですが、委員会資料の中でも、廃棄相当と

いうことが分かるような内容のほうが本当はいいんですけれども、分かりますか。 

○管理係副係長 恐らく１年保存の委員会資料は、区議会の委員会が開催されたときに、参考

として各所属に提供されてくるものかと思われます。なので、実際に所管課が常任委員会

等に案件を提出したものの起案が入っているとか、そういったものではないと推察されま

すので、その他でフォルダ内部署の概要ですとか、重要公文書の判断をしていく中で、も

うちょっと分かりやすい表現に変えていければと思います。 

○会長 申請書とかなんとかでは何となく想像がつくんですけれども、委員会資料とざくっと

書かれていると、どういうものなのかなというのが判断がちょっとしにくかったりするの

で、可能な限りで結構ですので、お願いできればと思います。 

 ほかに何かありますでしょうか。 

○副会長 よろしいでしょうか。この先、事務局で現在頂いているリストを基に重要公文書に

該当するものを一旦絞り込んで、また提示していただけるということなので、それからま

た抜け落ちがないかということを確認するのがこちら側の仕事かなと思うんですけれど

も、そのときに、次に絞り込んだリストを頂くときに、あわせて現時点での有期保存文書

のリストも一緒に頂く必要があるのかなと思いまして、というのは、現在ここに挙げられ

ているのが10年保存以下の現時点での有期限文書ですけれども、それを本当に廃棄してよ

いかどうか判断するときに、ある意味その上位の文書が現時点では長期保存で確保されて

いるとか、そういうことが分かれば安心して、では、10年、５年の文書は廃棄していいな

という判断ができると思うんです。ですので、そういう意味で、現在区が保有している文

書の全体像が参照用に必要かなと思うので、次に資料を頂くときに、あわせて長期保存の

対象のリストもつけていただけるとありがたいかなと思います。 

○管理係副係長 御提供差し上げるのは、今年度に作成している長期保存文書のリストがあれ



 11

ばよろしいか、例えば今回のものであれば、10年保存であれば、作成年度は平成23年度で

あったり、５年保存であれば平成28年度だったりするんですけれども、その各年度におい

ての長期保存のリストがあるほうがよろしいか、直近のものがあればよろしいか、それは

何か御要望はございますでしょうか。 

○副会長 直近のものであれば、今保有している長期保存文書が全部載ってくるという理解に

はならないんでしょうか。 

○管理係副係長 長期保存の文書については、区のフォルダのつくり方としては、年度管理を

していく文書について保存期間を長期と設定するという形になりますので、各年度で毎年

毎年、同じ名前だったとしても長期保存のフォルダをつくっていく作業を繰り返していま

す。ですので、今管理している総体ということで出すと、かなりの重複がリストの中では

出てくるかなと予測されます。例えば、見直しが入っていない、何らか扱いの変更がなか

った長期保存ということになると、平成17年度から今はシステムを動かしていますので、

17年度から令和３年度に至るまで毎年長期保存というフォルダが１つずつつくられている

形になりますので、同じものが並んでしまうという可能性はあるので、それもちょっと見

づらいかなと思うんです。 

○副会長 ちょっと私がイメージしていたのが、例えば道路の整備をします。恐らく準備も、

それから非常に長期にわたっていろいろ文書が絡むものがあるとすると、最終的に道路を

こういう形で整備するのが決まった文書は、きっと長期だろうなと今仮に想像するんです

が、そのときに個別に、例えば地区住民のアセスメントがあるとか、工事業者との契約の

やり取りがあるとかという文書がぽこぽこばらばらに発生すると思うんです。 

 そのときに、最終的な形で落としどころが決まったという文書がどこかで長期であれ

ば、毎年何年にもわたって道路の整備について発生した文書を、極端に言うと、全部廃棄

しても大丈夫。今年つくったこの文書もオーケー、去年つくったこの文書も廃棄してオー

ケーという判断ができるので、いずれにしても、さっき先生がおっしゃったことがまさに

そうなんですけれども、業務単位で見て、そこの最終形態とかコアになる文書がちゃんと

残せているなと安心して、それ以外の文書の廃棄にゴーサインを出すのができるといいな

と思うんですけれども、何かそういうような判断ができる情報整理は難しいでしょうか。

すみません、区のシステムを十分分かっていなくて勝手なことを言っているんですけれど

も。 

○委員 この点についてですけれども、多分先生がお詳しいんじゃないかと思うんですが、都
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市計画とかそういった、特に道路関係とかだと、国の基準とかによって、保存期限がかな

り長期で連なっているものとかもございますので、ある程度裁量があるように見えて、な

いような部分もあると思いますので、そこは恐らく区のほうでもよくお分かりなんじゃな

いかな。だから、保存すべきものが結構あるんじゃないかと思っていて、それ以外のもの

について今判断しているのかなという理解なので、ちょっと実情を分かっていないのであ

れなんですけれども、だから、国基準で長期保存は、特に工事関係はあると思います。ち

ょっと補足です。 

○会長 いずれにせよ、文書が細分化して切り刻まれて、これは、単一で見ると、捨ててもい

いだろうみたいな話になったけれども、全体として見れば、それはないと困るということ

が生じると困るので、それがうまく判断できるように工夫が必要だということかなとは思

うんですが、事務局の頭の中にはきっともっと何か違うものがあるんですね。それ、でき

るかなとか出せるかなとか、何かそういうのが頭の中でめぐっている様子が顔から見える

んですけれども。 

○管理係副係長 区の文書管理システムの話にまたなってしまって申し訳ないんですけれど

も、どうしても文書を年度単位で管理をすることが、世田谷区だったり多くの自治体はあ

ると思うんですが、その観点からすると、もう固まってしまったルーチンの業務であれ

ば、多分年度の変化を追っても、同じフォルダの体系がずっと毎年繰り返されていること

があると思うので、そういったものについては、直近の１年分だけ見ていただければ、業

務の流れですとか、どういうフォルダがつくられているかはお分かりいただけるのかなと

思います。 

 ただ、道路整備とかも多分そうなんですけれども、例えば道路整備も、路線ごとにフォ

ルダをつくっていたりします。例えば都道何号線で、その関係のフォルダがばあっとつく

られる。そのフォルダは、その年度だけつくられていたりとか、その整備をやっている間

だけつくられていたりするので、そういったものについては、直近のフォルダの管理表を

出したとしても、今年度の文書ではないので、そこには載っかってこないものがありま

す。それを拾うためには、区が保有している全期間分のフォルダを出してこないといけな

いんですけれども、そうすると、ルーチンワークでもう固定化されたものが、毎年繰り返

されるものもかなり重複して出てきてしまうのが先ほど申し上げたところで、そうなる

と、逆に使いづらいものができ上がってしまうのかなという印象を持っているのが正直な

ところです。 
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 例えば、今回のもので多く出てきている、10年保存であれば、23年度のこういったフォ

ルダ管理表を一つ御用意する。５年保存であれば、28年度のフォルダ管理表を一つ御用意

するということで御用意することは可能というか、そっちのほうが見やすいのかなとは思

うんです。ただ、廃棄予定の目録と見比べるとなってくると、目録の中には、１年、３

年、５年の分もランダムに並んでいるような形になりますので、そこで使い勝手という

か、使いやすさを考えると、委員の皆さんにそのままお使いいただくには厳しい内容にな

ってしまうのかなというのが、今心配しているところです。資料をお渡しすることそのも

のはできるんですけれども、それを使っていただけるかどうかと考えると、なかなか使い

やすいものにはなりにくいかなというイメージはしているところです。 

○会長 やってみなきゃ分からないかな。 

○副会長 最初に私がちょっとお願いしたのが、基本の判断するリストは、今頂いているリス

トで、あと会長がちょっとおっしゃったように、評価選別の基準の番号でも入れていただ

けるとありがたい。これで十分。あくまでこれをベースにやるんだけれども、気になった

ときに、この案件って長期保存もあるのかなというのを念のため探せるリストというぐら

いなので、重複があるとか、むしろそういうことはあまり気にならさずに、ちょっと心配

なときに検索できるものがもう１個あればいいなぐらいのつもりですので、そちらをすご

く手をかけて整備いたただく必要はないかなとは思います。 

○委員 私も同じことを申し上げようかなと思いました。冒頭で申し上げたフォルダの基準表

があると、恐らくそれでルーチンで出てくるようなものは基本的にあるはずなので、それ

で分からないものは、恐らくアドホックに出てきたような、その年の何か特殊な動きだと

思うので、そこについて困ったときに、先生おっしゃるような形で、ちょこっと虎の子を

参照してみてチェックするぐらいかなと思います。 

○会長 ありがとうございます。 

○管理係副係長 それでは、事務局で御用意するものとしては、私のほうで思い浮かんだの

は、まず今年度のフォルダ管理表ということで、１年から長期まで全てのものが載ってい

るリスト、帳票が１つ、あとは、現時点で区のシステムに登録されている長期保存のフォ

ルダのリストを１つということで御用意させていただくと、年間の業務の流れも追えます

し、過去のものも、遡って長期のものについては検索することができるということもクリ

アできるかなと思いますので、そういったもので御用意させていただこうかなと思います

ので、よろしいでしょうか。では、そのような形で御用意させていただきます。 
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○会長 よろしくお願いいたします。 

 ほかにいかがでしょうか。 

○委員 令和３年３月31日保存期間満了のリストをつくっていただいたときに、重要公文書該

当可能性ありのうち、廃棄するものとかというリストもつくっていただいて、廃棄できる

理由を書いていただいたわけです。その後、また重要公文書の線引きができたということ

なので、この辺は、廃棄できる理由という欄は、今回はもう不要になるのかどうか。 

 それから、そのときも既に議論になったかと思うんですけれども、先ほどのお話と重複

しますが、別のところに長期保存されているからという理由があったと思うんです。別の

ところはどこなんだというのを、今後はっきりさせていただけるといいという話もさっき

出たような気がするので、その辺、いろいろな理由欄がどんどん増えていってしまうのか

もしれないんですけれども、そのあたりを工夫していただいたらいいのかなと思います。

可能でしょうか。 

○管理係副係長 廃棄できる理由の欄が、今後の作業から考えると、重要公文書の評価選別の

基準に照らして、どこにも該当しないと判断したものについて、ただ、フォルダの名称で

すとかフォルダ内文書概要の表現からすると、やや疑義が残るものについて、どういうも

のだから廃棄ができますよという説明を加えることになってくるのかなと思います。 

 これは、先ほど委員会資料の御質問とも類似かなとは思うんですけれども、今後作業し

ていくときに、これはちょっと分かりづらいねというものが事務局でも見つかりました

ら、フォルダ内文書概要のところで手を加えさせていただいて、これこれこういうものだ

から該当しないんだよということが、少しでも分かりやすくなるように整理をさせていた

だければありがたいなと思います。 

 あとは、１点目の、では、何が残っているからいいんだよというところについては、こ

れも先ほどの長期保存のところともつながってくるかなと思うんですけれども、長期保存

としてこういうフォルダがあるから、大丈夫ですよということでも御確認いただけるよう

な材料として御提供できればと思います。 

○委員 ありがとうございました。 

○会長 ほかにいかがでしょうか。 

 いずれにしろ、こちらの作業としてルーチンに寄せていくまでにどういう手順が必要な

のかということを、試行錯誤で今つくっている段階であるので、いろいろなことを出して

いただけると、あのときこうは言ったけれども、これは必要がないよねというのもあるか
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もしれないし、あのとき言わなかったけれども、これは必要だよねというのも出てくるか

もしれないので、そういうものが積み重なっていくと、だんだん作業も機械的にといった

らなんですけれども、効率よくでき上がってくるかなと思うので、気がついたことがあれ

ば、どんどん出していただけるといいかと思います。 

 差し当たりよろしいですか。先に進んでおきますけれども、また進む中で何か気がつい

た点があれば御指摘いただければと思います。 

 次に、具体的なスケジュールですけれども、今後の予定としては、今２月３日のみが押

さえられていると思うのですが、もう１回、１月に会議を持ったほうがどうもよさそうだ

ということです。この点について事務局との間でいろいろ検討させていただいて、候補日

としては11日と14日と20日……。 

○区政情報課長 今おっしゃっていただいたように、１月11日火曜日の午前中、１月14日金曜

日の午前中、１月20日木曜日の午前中を候補日として挙げております。 

○会長 いずれも午前中ですけれども、どこか差し支えだというのがあれば、どこでも大丈夫

そうですか。そうすると、事務局の作業との関係でどうですか。遅いほうがいいですか。 

○管理係長 なるべくであれば20日にしていただけるとありがたいかと思います。 

○会長 ただし、20日にすると、今後２月３日って２週間後なんだけれども、２月３日の予定

もずらしますか。 

○区政情報課長 １月14日金曜日の午前中の開催ということでさせてください。よろしくお願

いします。 

○会長 大丈夫ですか。事務局が何か悲鳴を上げそうな、大丈夫ですか。 

○管理係副係長 大丈夫です。 

○会長 絶対大丈夫ですか。 

○管理係副係長 はい、頑張ります。 

○会長 では、１月14日の10時からということで次回予定をさせていただければと思います。

その後は２月３日ということで、３週間開くことになります。 

 そういうことで、８号はそんなスケジュールで進めていきたいと思います。 

 

２ 報告事項、意見交換等 

（1）世田谷区公文書管理条例の一部を改正する条例の区議会への提案について 

○会長 続いて、次第に従うと報告事項ということで、まずは世田谷区公文書管理条例の一部
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を改正する条例の区議会への提案についてが挙がっていますが、これについて事務局から

お願いできればと思います。 

○区政情報課長 それでは、事務局から御説明させていただきます。先頭番号04、右上に参考

資料２と書かれた資料一式でございます。 

 こちらは11月10日、世田谷区議会企画総務常任委員会で御報告した際の資料でございま

す。こちらの資料を基に、条例改正の内容、基準の内容について御説明いたしまして、現

在開催中の区議会定例会に御提案させていただくことを御報告したものでございます。 

 このときの常任委員会では、わざわざ保存期間を設けず、文書の電子化を設定し、全て

の文書を保存し続ければよいのではないか、こういった御意見がございました。以前、こ

ちらの委員会にもその考えについてお伺いしたことがございますが、電子化にも相当の金

銭面や人員、時間の面でのコストがかかること、区としてアーカイブに関する機能を定義

しようとするときに、現用文書として保存し続けることで、情報へのアクセスが限定され

続けることは不合理であるとのことは御説明しております。 

 また加えまして、この11月10日の次に12月２日には、今回の一部改正条例の議案の審査

ということで御提案申し上げたところでございます。その際には、様々な会派からは、例

えば科学技術の進展により非常に簡便に文書保存が可能となっている。今後、公文書を極

力廃棄しないという前提で文書管理に取り組むことを期待し、賛成する。こういったお話

ですとか、ＤＸ推進に伴い、新たな文書管理の手法が確立している。公文書は廃棄ありき

ではなく、新たな手法を効果的に活用し、できる限り保存するという方向性で検討を進め

ることを求めるということで、各会派、御意見等ありましたけれども、全会一致で基本的

には賛成ということで御意見をいただいた状況でございます。 

○会長 ありがとうございます。御報告ということですけれども、何か御質問はありますでし

ょうか。 

 繰り返しの議論ということではあるんですけれども、私、存じ上げないんですけれど

も、御存じであればということですが、例えばデジタル技術の進展に伴って、公文書管理

の在り方に変更が生じるという議論はあるんですか。 

○委員 国のほうで議論をしている、公文書管理委員会なんかを中心にやっていますけれど

も、これらの報告書なんかが管理委員会の中の部会というか、専門委員会みたいなのがで

きてやっていましたが、これまでの紙の仕事に合わせてデジタル技術を使うという発想で

やってきた部分が問題じゃないかということが指摘されていまして、では、具体的にどう
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するんだということははっきりは書いてはいないんですが、技術に合わせて、仕事の仕方

自体も変えていかないといけないんじゃないかというのを問題提起されたようものが出て

きますので、では、これからどういうふうに行政機関の仕事、行政の在り方を含めて変え

ていくのかということは議論にはなると思うんですが、何か方向性とかこういう形が見え

ているものがあるかというと、私はまだないように思うのです。ですから、全面的にデジ

タル技術を入れて、文書を全部捨てずにずっとやっていくところまでは至ってはいないよ

うに思います。 

○会長 ありがとうございます。いずれにせよ、ここの委員会の中では、廃棄をすることも大

変重要なことでという議論は以前にさせていただいたとは理解しています。ただ、一議員

の中の御指摘でということにとどまらず、今後の科学技術の進展であるとか、文書管理の

方法などの関係で、文書管理の在り方に変化が生じるかもしれないことはどこかで念頭に

置いた上で、その情報には敏感になっておいたほうがいいかなとは、そういうサインだと

いうことで、御意見をお伺いしておいたほうがいいかなとはちょっと感じてはいます。な

ので、事務局も、国の議論もそうですし、他の自治体での公文書の管理の在り方なども少

し触覚を持っておいていただくといいかなと思ったりもします。 

○区政情報課長 会長、ありがとうございます。先生もありがとうございます。会長が今おっ

しゃっていただいたように、私ども国の動向とかそういうのを注視しながら、ぜひデジタ

ル技術の進展の手法も含めて検討したいと思いますけれども、議会には、当面は紙で原本

としたものは、原本の重要性もありますという旨は繰り返しお伝えさせていただいたとこ

ろでもあります。そういったところで、改めてまた各委員の先生方からの御意見を頂戴し

ながら進めさせていただければと思います。よろしくお願いします。 

○会長 この点について、何かお気づきの点はございますでしょうか。 

 

（2）一部改正条例施行までの準備手続きについて 

○会長 では、次ですが、一部改正条例施行までの準備手続きについてということで、事務局

からお願いします。 

○区政情報課長 それでは、引き続き事務局から、今度は先頭番号05、右上に参考資料№３と

書かれた資料を御覧ください。 

 まず確認ですが、公文書の保存期間は、当該公文書の作成または収受した日の属する会

計年度の翌会計年度の４月１日から起算となります。その後、保存期間が満了するとき
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に、委員会の確認を経て、保存期間満了後、移管もしくは廃棄、延長、こういった処理と

なります。 

 今回の公文書管理条例が改正されまして、保存期間が長期のものが30年と読み替えられ

ることになりますので、読み替えられました30年の起算も、文書発生の翌年度の４月１日

から起算することになります。具体的には、平成３年度の長期保存文書が今年度末に保存

期間の満了を迎え、平成２年度よりも前の長期保存文書は、条例改正によりまして既に30

年を経過していることになります。このような文書につきましては、一括で今年度末を保

存期間満了と読み替えることになります。 

 これらの文書についても、評価選別を行ってまいりますが、こちらの公文書管理委員会

では、移管または廃棄の際に意見をいただくこととなっておりますので、移管と廃棄のど

ちらも目録を確認いただくこととなります。それにつきましては、まず４月１日以降すぐ

に移管文書の受入れに取りかかれるよう、区として移管すべきものについて、今年度中に

リストを示したいと考えております。まず廃棄はいたしませんので、できることならば、

リストの確認につきましては持ち回りで御確認、答申をいただきまして、廃棄分につきま

しては、ある程度時間をかけて御確認いただくという流れでお願いできたら大変ありがた

いかなと考えております。 

 なお、次年度以降は移管分と廃棄分を一緒のタイミングで御覧いただくようなことを想

定してございますので、よろしくお願いします。 

○会長 ありがとうございます。条例の改正に伴う保存期間の読み替えから一気にいろいろな

ものが、30年が満了するものが発生してくる、そういうお話かと思いますが、これを廃棄

するか移管するかというこの判断ですけれども、今のお話ですと、４月１日からスムーズ

に移管をしていきたいので、移管する文書について提示をすることでいいですか。 

○区政情報課長 おっしゃるとおりでございます。変更して移管するものを御提示させていた

だきたいと考えております。よろしくお願いします。 

○会長 改めて廃棄をするものが生じてくるので、これについては今年度中ということはでき

そうもないので、年度をまたぐ形で廃棄は慎重に検討するということでいいでしょうか。 

○区政情報課長 会長の今整理のとおりでございます。ありがとうございます。 

○会長 そういうことで、年度末にいろいろなものが来たことになりますけれども、そのよう

な取扱いをしたいということです。この点についていかがでしょうか。 

 移管するものは結構気楽に見られるのはありますけれども、どういうものが移管される
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のかについては、特に選別基準との関係で対象をつけておいていただけると、今後いろい

ろな判断をする際に参考にもなりますので、それも合わせてお願いできればと思います。

あまり宿題を出すと、正月がなくなってしまうかもしれませんけれども、いかがでしょう

か。大丈夫ですか。 

 では、そんなことで年明け、差し当たりの日付で言うと、今、日程を決めていただいた

１月14日の10時から、それから２月３日の、これは３時からでしたっけ。合っています

か。 

○管理係長 ２月３日は午後３時です。 

○会長 今後の会議はこの形でいきますか。 

○区政情報課長 各委員の皆様の御了解を得られれば、オンラインということでお願いできれ

ばと思います。かなりフォルダの件数とかエクセル表で見ていただくとか、そういうふう

なこともありますので、そういう意味では、オンラインの会議は割と向いているのかなと

考えております。よろしくお願いします。 

○会長 オンラインの会議をずっと続けても大丈夫という区の情勢ではあるんですね。であれ

ば、これで別に支障はないので、この形でもいいかなと思いますので、基本的にはオンラ

インということで行いたいと思います。 

 以上が次回の日程ですが、その他、事務局からあればお願いします。 

○区政情報課長 あと事務局から、これはまたお願いという話になりますけれども、早いもの

で、昨年の４月から２年間の任期ということでやっていただいている公文書管理委員会で

ございますけれども、私ども事務局といたしましては、ぜひ来期も継続してお願いしたい

と考えておりますので、年明けになりますけれども、また事務局から個別に御意向等を含

めて確認させていただきたいと思いますので、また御協力をよろしくお願いします。 

○会長 ありがとうございます。 

 委員の皆様から何か御意見とか御質問はありますでしょうか。 

 特になければ、今日はちょっと早めですけれども、これで終了しても大丈夫ですか。 

○区政情報課長 はい。 

 

閉  会 

○会長 では、今日はこれで終わりたいと思います。年明けちょっと大変かもしれませんが、

よろしくお願いいたします。お疲れさまでした。 



 20

 


